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7 月 29 日、室根曲ろくふれあいセンターにおいて、第 12 回室根地域小学校統合整備推進委員会を開

新校舎使用開始までの仮校舎を室根東小学校に決定

10 月 18 日、室根曲ろくふれあいセンターにお

いて、第 13 回室根地域小学校統合整備推進委

員会を開催し、会議には委員ら 36 人が出席。新

校舎に移るまでの仮校舎を室根東小学校とする

ことを承認しました。先に開催した第 12 回室根地

域小学校統合整備推進委員会において、学校

経営部会と市教育委員会及び室根支所地域振

興課が、室根東・西小学校の現地調査を行い、

教室の広さ、特別支援教室の数、学校行事を行

う際の駐車場を考慮した結果、東小学校が望まし

いことを本委員会に提案したものです。仮校舎へ

の通学方法については、東小学校区は現行ど

おりで、西小学校区はすべての児童がスクー

ルバス利用の対象となります。バス停の場所及

び発車時刻表については、後日お知らせしま

す。

新校舎の外観色を決定

催し、校舎等

整 備 検 討 部

会から提案さ

れた屋根の色

を銀黒色を基

調とした外観

と す る こ と で

承認し、決定

しました。（一

関市ホームペ

ージ上でカラ

ーでご覧にな

れます。） 



統合小学校の学校づくりについての意見は下記まで

室根地域小学校統合整備推進委員会事務局／一関市役所室根支所地域振興課内

TEL／0191-64-2111 FAX／0191-64-2115 MAIL／muroshinko@city.ichinoseki.iwate.jp 

閉校校舎の利活用について

第 13 回室根地域小学校統合整備推進委員会において、室根東小学校及び室根西小学校の閉校後の

利活用について、室根支所職員で構成する室根地域公共施設利活用促進会議から検討状況を説明しま

した。室根東小学校については、指定管理での運営によるスポーツ合宿施設として、また、沿岸地域に近

いことから東日本大震災による復興教育の研修施設としての利用も検討しています。室根西小学校につい

ては、行政目的、地域での利活用の案がなく、広く民間へ活用を募るとの説明です。委員から意見等は特

に出されませんでしたが、今後も引き続き検討が進められます。 

新校舎移転までの放課後児童クラブ・放課後子ども教室について 

第 13 回室根地域小学校統合整備推進委員会において、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の新

校舎使用開始までの運営案について、室根支所から説明しました。 

委員からは、提案内容に賛成の意見が出され、全体として理解が示されたため、今後、学校行事等の機

会を捉え、運営内容を説明していくこととしています。 

なお、令和 5 年 4 月からの指定管理開始に向け、8 月 26 日に室根児童クラブ運営委員会を設立し、準

備を進めています。 


